
仕 様 書 

 

 

１．件  名   令和8年6月診療報酬改定に伴う病院情報システムの改修作業 

 

２．数  量   一式 

 

３．目  的    QST病院で運用している病院情報システムを令和8年3月5日付け厚生労働省告示第69 

号（診療報酬の算定方法の一部を改正する件）他に対応させ、診断・治療業務の円滑な運 

用および診療報酬請求業務を正しく実施することを目的とする。 

 

４．履行期限   令和8年7月 31日 

 

５．納入場所   千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

         国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 ＱＳＴ病院 

   
６．業務内容    病院情報システムを構築するシステム群の内、下記にあげるシステムについて、診

療報酬改定に対応するための改修を行うこととする。 

（１）電子カルテシステムの改修作業 

           ①マスタ変更 

・参考マスタ 

・歯科処置加算マスタ 

・歯科処置行為マスタ 

・歯科材料マスタ 

②画面、プログラム、インターフェース改修等 

・看護必要度改定関連プログラム修正 

・看護必要度データシート修正 

・歯科処置改定関連プログラム修正 

 

（２）医事会計システムの改修作業 

①マスタ変更 

・点数マスタ 

・共通マスタ 

・部屋別加算マスタ 

・レセ電関連マスタ 

・分解マスタ 



・サーバ業務マスタ 

・統計共通マスタ 

②画而、プログラム、インターフェース改修等 

・プログラム修正に伴う画面 

 

（３）技師支援システムの改修作業 

①マスタ変更 

・検査項目マスタ 

・検査付帯項目マスタ 

 

７．検  査   作業完了後、当機構職員が、「６．業務内容」に記載されている各改修項目が「診療

報酬改定」に対応していることを確認したことをもって検査合格とする。 
 

８．情報セキュリティ 

① 受注者は、機構の情報セキュリティポリシーを遵守すること。 

② 受注者は、本件で取得した機構の情報を、機構の許可なしに本件の目的以外に利用してはならない。

本件の終了後においても同様とする。 

③ 受注者は、本件で取得した機構の情報を、機構の許可なしに第三者に開示してはならない。本件の

終了後においても同様とする。 

④ 本件の履行に当たり、受注者は従業員又はその他の者によって、機構が意図しない変更が加えられ

ることのない管理体制を整えること。 

⑤ 本件の履行に当たり、情報セキュリティ確保の観点で、受注者の資本関係・役員等の情報、本件の

実施場所、業務を行う担当者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及

び国籍に関する情報を求める場合がある。受注者はこれらの要求に応じること。 

⑥ 本件に係る情報漏えいなどの情報セキュリティインシデントが発生した際には、速やかに機構担当

者に連絡し、その指示の元で被害拡大防止・原因調査・再発防止措置などを行うこと。 

⑦ 受注者は、機構から本件で求められる情報セキュリティ対策の履行状況を機構からの求めに応じて

確認・報告を行うこと。またその履行が不十分である旨の指摘を受けた場合、速やかに改善するこ

と。 

⑧ 受注者は、機器、コンピュータプログラム、データ及び文書等について、機構の許可無く機構外部

に持ち出してはならない。 

⑨ 受注者は、本件の終了時に、本件で取得した情報を削除又は返却すること。また、取得した情報が

不要となった場合も同様とする。 

⑩ 本件で作成された著作物（説明書、設計書等）の所有権は、機構に帰属するものとする。 

⑪ 本件の履行に当たり、その業務の一部を再委託するときは、軽微なものを除き、あらかじめ再委託



の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額等について記載した書

面を機構に提出し、承諾を得ること。 

⑫ その際受注者は、再委託した業務に伴う当該相手方の行為について、機構に対しすべての責任を負

うこと。 

 

 

８．その他      （１）６．業務内容で示した改修内容のシステム操作説明書を電子媒体（ＣＤ－Ｒ

等）で１部提出するものとする。 

         （２）本仕様書について、疑義が生じた場合、または情勢の変化により仕様内容 

について変更する必要が生じた場合は、当機構担当者と請負者双方協議の 

うえ、決定するものとする。 

 

 

 

（要求者） 

部課名：ＱＳＴ病院 運営管理部 病院事務課     
                        氏 名：北村 卓也   






